
鳥取市病児・病後児保育普及促進事業費補助金交付要綱 
 

（趣旨） 
第１条  この要綱は、鳥取市病児・病後児保育普及促進事業費補助金（以下「本補助金」

という。）の交付について、鳥取市補助金等交付規則（昭和４２年鳥取市規則第１１

号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 
（交付目的） 

第２条 本補助金は、病児・病後児保育の普及を促進することにより、保護者が働きな

がら安心して子育てができる環境づくりを推進し、もって本市における児童福祉の向

上を図ることを目的として交付する。 
（補助対象事業） 

第３条 本補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、次に

掲げる事業とする。 
⑴ 病児保育事業実施要綱（平成２７年７月１７日付け雇児発０７１７第１２号厚生

労働省雇用均等・児童家庭局長通知）に規定する病児保育事業（同要綱４（１）に

規定する病児対応型及び４（２）に規定する病後児対応型に限る。）を開設する事

業（以下「子ども・子育て支援交付金事業」という。） 
⑵ 子ども・子育て支援施設整備交付金交付要綱（平成２７年７月１３日付け府子本

第２０２号内閣総理大臣通知。以下「子ども・子育て支援施設整備交付金交付要綱」

という。）第３条に規定する病児保育施設を整備する事業（以下「子ども・子育て

支援施設整備交付金事業」という。） 
⑶ 保育所等業務効率化推進事業（保育所等におけるＩＣＴ化推進等事業）（令和３

年度補正予算分）実施要綱（令和４年１月２４日付け子発０１２４第２号厚生労働

省子ども家庭局長通知）３（４）及び鳥取県病児・病後児保育普及促進事業費補助

金交付要綱（平成２３年７月２９日施行）別表（２）に定める事業（以下「病児保

育ＩＣＴ化導入促進支援事業」という。） 
⑷ 鳥取県病児・病後児保育普及促進事業費補助金交付要綱（平成２３年７月２９日

施行）別表（５）に定める事業（以下「環境整備助成事業」という。）  
（補助対象者） 

第４条 本補助金の交付の対象となる者は、別表第１欄の区分に応じて、同表第２欄

に定める者とする。 
 （補助対象経費） 
第５条 本補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、別表

第１欄に定める区分に応じて、同表第３欄に定める経費とする。 

 （補助金の算定） 
第６条 本補助金は、別表第３欄に掲げる補助対象経費の額と同表第４欄に掲げる基準

額とを比較していずれか少ない方の額に、同表第５欄に掲げる補助率を乗じて得た額

（その額に１，０００円未満の端数がある場合は、補助対象経費の区分ごとにそれぞ

れこれを切り捨てた額とする。）を合計した額以内で算定し、予算の範囲内で交付す

る。 
（交付申請の時期等） 

第７条 本補助金の交付の申請は、市長が別に定める日までに行わなければならない。 
２  規則第４条の申請書に添付すべき同条第１号及び第２号に掲げる書類は、様式第１



号、様式第３号及び様式第４号（病児保育ＩＣＴ化導入促進支援事業においては様式

第２号から様式第４号まで）によるものとする。 
（承認を要しない変更） 

第８条 規則第９条第１項の市長が別に定める変更は、補助対象経費の２割を超える増

減以外の変更（本補助金の増額を伴う場合を除く。）とする。 
（実績報告の時期等） 

第９条  規則第１２条の規定による報告は、補助対象事業の完了、中止若しくは廃止の

日から１０日を経過する日又は本補助金の交付の決定を受けた年度の翌年度の４月

５日のいずれか早い日までに行わなければならない。 
２  規則第１２条の報告書に添付すべき同条第１号及び第３号に掲げる書類は、様式第

１号、様式第３号及び様式第４号（病児保育ＩＣＴ化導入促進支援事業においては様

式第２号から様式第４号まで）によるものとする。 
（雑則） 

第１０条  この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、健康

こども部長が別に定める。 
 
        附  則 
 この要綱は、平成２７年９月２８日から施行し、平成２７年度の補助事業から適用す

る。 
 
        附  則 
 この要綱は、令和２年９月２４日から施行し、令和２年度の補助事業から適用する。 
 
        附  則 
 この要綱は、令和３年１０月８日から施行し、令和３年度の補助事業から適用する。 
 
     附  則 
 この要綱は、令和４年４月１日から施行し、令和４年度の補助事業から適用する。 
 

附  則 
 この要綱は、令和４年１２月１６日から施行し、令和４年度の補助事業から適用する。 



別表（第６条関係） 

１ 区分 ２ 補助対象者 ３ 補助対象経費 ４ 基準額 
５ 補
助率 

子ども・子

育 て 支 援

交 付 金 事

業 

病児保育事業実施

要綱６（１）①又は

（２）①の要件を満

たしている者又は

事業の実施により

満たすことが見込

まれる者 

改修

費等 
改修費等の額から補

助対象事業に伴う収

入（本補助金を除く。

以下同じ。）の額を控

除した額のうち、子

ども・子育て支援交

付金交付要綱（平成

２８年７月２０日付

け府子本第４７４号

内閣総理大臣通知）

別紙の表病児保育事

業の部病児保育事業

（特定分、一般分・

事業費）の項の第３

欄の第１項第３号ア

及び第２項第３号ア

に定める額を超えな

い部分（以下「交付

金対象部分」とい

う。） 

１か所当たり 
４，０００千円 

１０／

１０ 

改修費等の額から補

助対象事業に伴う収

入の額を控除した額

のうち、交付金対象

部分を超える部分 

１か所当たり 
６，０００千円 

２／３ 

賃借

料等 
開設前月分の礼金及

び賃借料相当額 
市長が別に定

める額 
１０／

１０ 

子ども・子

育 て 支 援

施 設 整 備

交 付 金 事

業 

子ども・子育て支援

施設整備交付金交

付要綱第５条第３

号に規定する社会

福祉法人等 

子ども・子育て支援施設整備

交付金交付要綱の別表２第

２欄の整備区分及び第３欄

の種目に応じて第５欄に掲

げる経費 

子ども・子育て

支援施設整備

交付金交付要

綱別表２第４

欄に掲げる基

準額 

９ ／

１０ 

病 児 保 育

Ｉ Ｃ Ｔ 化

導 入 促 進

支援事業 

保育所等業務効率

化推進事業（保育所

等におけるＩＣＴ

化推進等事業）（令

和３年度補正予算

分）実施要綱３（４）

ＩＣＴシステム導入に係る

経費 

１施設あたり

１，０００千円 

１０／

１０ 



①の要件を満たす

者 
 令和３年度（令和２

年度からの繰越分）

保育対策総合支援

事業費補助金（保育

所等改修費等支援

事業、保育環境改善

等事業、保育所等業

務効率化推進事業

（保育所等におけ

るＩＣＴ化推進等

事業）及び保育士修

学資金貸付当事業

（令和２年度第３

次補正予算分）分）

の交付決定を受け

た者、または令和４

年度（令和３年度か

らの繰越分）保育対

策総合支援事業費

補助金（保育所等改

修費等支援事業等

（令和３年度補正

予算分）分）の交付

決定を受けた者 

ＩＣＴシステム利用料に係

る経費 

当該助成は、国の保育対策総

合支援事業費補助金の交付

決定を受けた年度から起算

して３年間までとする。 

１施設あたり

３００千円 

１０／

１０ 

環 境 整 備

助成事業 

病児保育事業実施

要綱６（１）①又は

（２）①の要件を満

たしている者 

小規模修繕、設備整備等に係

る経費 

１施設あたり

５００千円 

１０

／１０ 



様式第１号（第７条、第９条関係） 

 

鳥取市病児・病後児保育普及促進事業 事業計画（実績報告）書 

 

                事業者名            

１ 施設の概要 

（１）施設名                       

（２）所在地                       

（３）種別                        

（４）利用定員         人 

（５）職員配置         人（うち保育士    人、看護師    人） 

（６）利用料金    １日当たり      円 

 

２ 事業内容 

（１）施設の規模及び構造  

  ア 敷地面積             ㎡ 

  イ 敷地の所有関係（自己所有地、借地） 

  ウ 建物の面積 建築面積       ㎡  延面積       ㎡   

  エ 建物の構造              

（２）事業費内訳 

  ア 工事費              円（うち対象分          円） 

  イ 設計委託費            円（うち対象分          円） 

  ウ 賃借料等             円（うち対象分          円） 

  エ 合計               円（うち対象分          円） 

（３）施工計画（施工実績報告） 

  ア 契約（予定）年月日      年  月  日 

  イ 着工（予定）年月日      年  月  日 

  ウ 完成（予定）年月日      年  月  日 

 

３ 添付書類 

（１）事業計画書に添付する書類 

  ア 新築の場合･･･建物全体の各室ごとに室名及び面積を明らかにした表、建物平面図

（建物面積を明記したもの）、敷地配置図及び立面図 

  イ 改修の場合･･･工事前・後の建物全体の各室ごとに室名及び面積を明らかにした表、

建物平面図（建物面積を明記したもの）及び立面図 

  ウ 見積書 

  エ その他市長が必要と認める書類 

 

（２）実績報告書に添付する書類 

  ア 新築の場合･･･建物全体の各室ごとに室名及び面積を明らかにした表、建物平面図

（建物面積を明記したもの）、敷地配置図及び立面図 

  イ 改修の場合･･･工事前・後の建物全体の各室ごとに室名及び面積を明らかにした表、

建物平面図（建物面積を明記したもの）及び立面図 

  ウ 工事完了を確認するに足る検査済証の写し 

    （建築基準法第７条第５項の規定による検査済証等） 

  エ 建物内主要部分の写真（改修の場合は、改修前後の写真）  

  オ その他市長が必要と認める書類 

    ※ ア、イは、事業計画書に添付したものと変更がなければ不要



様式第２号（第７条、第９条関係） 

 

鳥取市病児・病後児保育普及促進事業 事業計画（実績報告）書 

 

 

病児保育ＩＣＴ化導入促進支援事業 

事業者名               

 

実施施設名 所要経費（円） 所要経費内訳 
他の補助金の

活用の有無 

    

    

    

合計        か所  円   

（注）１．所要経費は、補助事業に要する経費の金額を記載し、内訳欄には品目・数量・単価などを具体的に記載すること。 

   ２．他の補助金の活用の有無欄は、この事業計画において他の補助金を活用される場合、活用する補助金名、その事業内容、当該補助金に係る  

     問い合わせ先（補助金を所管している自治体名や団体名及び連絡先）を記入すること。 

   ３．実績報告書には、経費内訳の分かるもの（契約書、領収書等の写し）、その他必要な書類を添付すること。



様式第３号（第７条、第９条関係） 

 

 

  鳥取市病児・病後児保育普及促進事業 収支予算（決算）書 

 

 

１ 収入の部                            （単位：円） 

科 目 本年度予算額 （本年度決算額） 差 引 

市補助金    

自己資金    

    

    

計    

 

 

２ 支出の部                            （単位：円） 

科 目 本年度予算額 （本年度決算額） 差 引 

    

    

    

    

計    

 



様式第４号（第７条、第９条関係） 

 

 

  鳥取市病児・病後児保育普及促進事業 所要額（精算額）調書 

 

 

事業者名               

施設名                

 

単位：円 

区分 
事業費 

Ａ 

寄付金 

その他 

の収入  

Ｂ 

差引額 

Ｃ（Ａ－Ｂ） 

補助対象経費の実

支出（予定）額 

Ｄ 

補助基準額 

Ｅ 

算定基準額 

Ｆ 

補助所要(精算)

額 

Ｇ（Ｆ×補助率） 

        

        

        

合計        

   ※ 施設ごとに作成すること。 

※ Ａ～Ｄ欄には、事業者における事業費を記入すること。 

   ※ Ｆ欄には、Ｃ～Ｅの各欄の金額を比較して最も少ない額を記入すること。 

   ※ Ｇ欄の補助率は、別表による区分によるものとし、Ｇ欄の額に１，０００円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額とすること。



 


